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第１ 目的 

 

 わが国の医療を取り巻く状況は、急速な高齢化や生活習慣病の増加、国民生活や意識

の変化など大きな環境変化に直面しており、医療制度を将来にわたり持続可能なものと

していくためには、その構造改革が急務となっています。 

このような状況に対応するため、国は医療保険者に対して、国民の健康を確保しつつ、

医療費の適正化にもつながる生活習慣病の重症化を防ぐことに重点を置き、２００８年

４月から「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、特定健康診査及び特定保健指

導（以下「特定健康診査等」という。）についての実施が義務付けられ、静岡県市町村

職員共済組合（以下、「本組合」という。）では、「特定健康診査等実施計画」（以下「実

施計画」という。）を２００８年３月に「第１期」、２０１３年３月に「第２期」として

策定し、受診率等の向上に努めてきました。 

 特に本組合の特定健康診査は、組合員、被扶養者とも年々受診率が増加しており、２

０１６年度分においては、全国の市町村職員共済組合・都市職員共済組合等の平均受診

率よりも高い状況であるのに対し、特定保健指導では、組合員、被扶養者とも平均実施

率よりも低く、今後の課題といえます。 

 これらを踏まえ、第３期実施計画は、２０１８年度からの６年間における特定健康診

査等の実施方法に関する基本的事項及び目標等を定めることを目的とします。 
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第２ 静岡県市町村職員共済組合の現況 

 

 本組合は、県内の市町役場及び一部事務組合に勤務している地方公務員及びその被扶

養者に対し、医療、年金及び福祉の事業を行っており、２０１７年度末現在の所属所数

は８１となっている。 

 組合員数は、２０１７年度末現在で３６，１４９人、（任意継続組合員を除く。以下

同じ。）、被扶養者は３２，９４４人（任意継続組合員及びその被扶養者を含む。以下同

じ。）である。 

 なお、２０１６年度分の特定健康診査等に係る国への報告は、特定健康診査の目標受

診率８８．０％に対し８４．２％であり、また、特定保健指導の目標実施率３５．０％

に対し１４．０％となっている。 

 

特定健康診査の実績 

区分 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 

対象者数（人） 

組合員 20,062 20,218 19,752 19,688 

被扶養者 7,357 6,997 6,861 6,364 

計 27,419 27,215 26,613 26,052 

受診者数（人） 

組合員 18,237 18,768 18,182 18,693 

被扶養者 3,490 3,568 3,470 3,252 

計 21,727 22,336 21,652 21,945 

実施率（％） 

組合員 90.9 92.8 92.1 94.9 

被扶養者 47.4 51.0 50.6 51.1 

計 79.2 82.1 81.4 84.2 

 

特定保健指導の実績 

区分 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 

対象者数（人） 

組合員 3,264 3,420 3,269 3,360 

被扶養者 261 257 250 219 

計 3,525 3,677 3,519 3,579 

実施者数（人） 

組合員 645 643 409 489 

被扶養者 30 19 8 12 

計 675 662 417 501 

実施率（％） 

組合員 19.8 18.8 12.5 14.6 

被扶養者 11.5 7.4 3.2 5.5 

計 19.1 18.0 11.8 14.0 
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第３ 特定健康診査等の受診率・実施率に係る目標 

 

区 分 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 

特 

定 

健 

康 

診 

査 

受 

診 

率 

組

合

員 

97.0％ 97.0％ 97.5％ 98.0％ 98.0％ 98.0％ 

被

扶

養

者 

65.5％ 66.0％ 66.5％ 67.0％ 67.5％ 68.0％ 

計 88.6％ 88.9％ 89.2％ 89.5％ 89.8％ 90.0％ 

特
定
保
健
指
導
の

実
施
率
（
組
合

員
・
被
扶
養
者
） 

20.0％ 25.0％ 30.0％ 35.0％ 40.0％ 45.0％ 

 

 

 

 

 

第４ 特定健康診査等の対象者数 

 

（１）特定健康診査 

区 分 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 

組合員 19,724 19,645 19,566 19,487 19,409 19,331 

被扶養者 6,387 6,361 6,335 6,309 6,283 6,257 

計 26,111 26,006 25,901 25,796 25,692 25,588 
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（２）特定保健指導 

区 分 ２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 ２０２３年度 

４０歳以上

対象者（人） 
26,111 26,006 25,901 25,796 25,692 25,588 

保健指導対

象者（人） 
4,009 3,993 3,977 3,961 3,945 3,929 

実施率（％） 20.0％ 25.0％ 30.0％ 35.0％ 40.0％ 45.0％ 

実施者数

（人） 
801 998 1,193 1,386 1,578 1,768 

 

第５ 特定健康診査等の実施方法 

 

（１）実施場所 

  ①特定健康診査 

    組合員は、所属所が行う労働安全衛生法に基づく職員の健康診断、または本組

合が実施する人間ドック健診機関とする。 

    被扶養者は、代表保険者等をつうじて健診委託契約をする健診機関、各市町が

実施する住民健診、集合契約により契約している健診機関、本組合が実施する人

間ドック健診機関または巡回健診機関とする。 

②特定保健指導 

   集合契約による健診機関、本組合が実施する人間ドック健診機関、本組合が個

別契約を行っている保健指導機関とする。 

 

（２）実施項目 

   実施項目は、厚生労働省が定める「標準的な健診・保健指導プログラム（改訂版）」

に記載されている健診項目（検査項目及び質問項目）とする。 

 

（３）実施時期 

毎年６月１日から年度末までとする 
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（４）契約形態 

  ①特定健康診査 

    所属所が行う労働安全衛生法に基づく定期健康診断健診機関、他の健康保険組

合と共同による巡回健診機関、または本組合が実施する人間ドック健診機関と契

約を締結する。 

また、地方公務員共済組合協議会及び集合契約の契約代表保険者をつうじて委

託契約を締結し、代行機関として社会保険診療報酬支払基金を利用して決裁を行

い、全国での受診が可能となるよう措置する。 

 

②特定保健指導 

    本組合が委託する人間ドック健診機関、集合契約により契約している健診機関、

または外部委託機関と契約を締結する。 

 

（５）受診・利用方法 

  ①特定健康診査 

    組合員は、所属所が行う労働安全衛生法に基づく定期健康診断機関、または本

組合が実施する人間ドック健診機関において受診する。 

    被扶養者は、対象者に受診券を送付し、地方公務員共済組合協議会及び契約代

表保険者等をつうじて健診委託契約をする健診機関、他の健康保険組合と共同に

よる巡回健診機関、または本組合が実施する人間ドック健診機関において受診す

る。 

 

②特定保健指導 

本組合が委託する人間ドック健診機関、集合契約により契約している健診機関、

または外部委託機関において受診する。 

 

（６）周知及び案内の方法 

本組合の広報誌及びホームページの掲載により組合員及び被扶養者に周知を図

る。また、被扶養者に対しては、特定健康診査の実施にともない受診券及び受診機

関一覧等を、特定保健指導対象者に対しては利用券を配付する際に、案内を兼ねて

周知する。 

 

（７）事業主健診等の健診データの受領方法 

   特定健康診査等データは、国の定める電子的な標準様式で受領するものとする。 
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（８）特定保健指導対象者の抽出方法 

   対象者の選定方法は、厚生労働省が定める「標準的な健診・保健指導プログラム

（改訂版）」記載の選定方法に準じて、選定・階層化を行う。 

 

（９）実施に関する年間のスケジュール及びその他の必要な事項 

   特定健康診査等は、毎年６月１日から年度末まで実施することとし、年度後半は

来年度の契約準備等を行う。 

 

第６ 個人情報の保護 

 

（１）特定健康診査等データの保管方法及び管理体制、保管等 

   特定健康診査等データは、本組合の特定健診等システムに管理保管する。 

 

（２）記録管理に関するルール 

   本組合は、静岡県市町村職員共済組合個人情報保護に関する規定等を遵守し、本

組合及び委託された健診機関・保健指導機関は、業務によって知り得た情報を外部

に漏らさない。 

   本組合のデータ管理者は福祉課長とする。また、データ利用者は、本組合の特定

健康診査等に従事する職員に限る。 

   外部委託に関しては、個人情報の厳重な管理、目的外利用の禁止、データ利用の

範囲、利用者等を契約書に明記するとともに、委託先の委託遵守状況を管理する。 

 

第７ 実施計画の公表及び周知 

 

 本計画の周知は、本組合広報誌及びホームページに掲載し、また、特定健康診査等を

実施する趣旨の普及啓発についても同様とする。 

 

第８ 実施計画の評価及び見直し 

 

 本計画については、毎年度実施に基づき評価し、目標と大きく乖離する場合及びその

他必要がある場合は見直すこととする。 
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